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軽油引取税の課税免除の特例措置に係る令和７年度使用
実績調査について（依頼）

　本会の業務運営につきましては、日頃から格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、林業･木材産業を対象とする軽油引取税の課税免除の特例措置については、令和９年３月末までの延長が認められているところですが、過去４回にわたり税務当局から特に林業・木材産業において厳しい指摘がなされており、前々回の税制改正要望においては、厳しい折衝の後、３年間の延長が認められたものの、一部業種が対象から除外されています。
令和９年度税制改正要望においてもより一層厳しい折衝となることが見込まれる中、各業種における特例の活用率や免税軽油使用量、生産費や営業利益に占める免税額の割合等の実績が非常に重要な基礎資料となります。
つきましては、林野庁より、全ての林業･素材生産業・木材加工業・木材市場業・バーク堆肥製造業等を営む者を対象に、免税軽油使用状況を調査するよう依頼がありましたので、（別紙１）の調査要領をご確認いただき、「令和８年度免税軽油使用状況調査票」（令和７年度使用実績）により、令和８年６月１９日（金）までにメール又はＦＡＸにてご回答いただきますようよろしくお願い申し上げます。
なお、調査票のファイル（エクセルデータ）は、県木連ホームページの「お知らせ」からダウンロードできますのでご活用ください。

　※県木連ホームページ　https://www.kumamotonoki.com/
※提出先・・・熊本県木材協会連合会
・メールアドレス　　info@kumamotonoki.com
・ＦＡＸ番号　　　　０９６－３８２－７８９３




熊本県木材協会連合会
担当者：山下
TEL　096-382-7919
FAX　096-382-7893

林業・木材加工業・木材市場業・バーク堆肥製造業における（別紙１）

免税軽油使用状況調査　調査要領


１　調査項目
　・林業、素材生産業、木材加工業（注）、木材市場業、バーク堆肥製造業等の業種の細分
　・令和７年度における免税軽油使用の有無、保有・使用機械、生産費・燃料費・営業利益等
（注）木材加工業：一般製材業、単板製造業、床板製造業、木材チップ製造業、造作材製造業（建具を除く）、合板製造業、建築用木製組立材料製造業(プレカット製造業)、パーティクルボード製造業、木材防腐処理業

２　留意事項
（１）別添の調査票「免税軽油使用状況調査票（.xlsxファイル）」に回答をお願いします。設問は全部で９問ございます。特に設問７につきましては、本特例による効果を把握するために重要なデータとなりますので、免税軽油を使用されている場合は、必ず回答をお願いします。

（２）ファイル名は「熊本県_〇〇_免税軽油使用状況調査票.xlsx」としてください。
・　〇〇には企業名が入ります。工場別の場合は、工場名も入れてください。
・　〇〇の前後には、半角アンダーバー（「_」）が入ります。

（３）複数の木材関係団体に所属されている場合、別の団体からも同様の調査票が送付される場合があります。その場合、任意の１団体にのみ回答をご提出ください。

（４）複数の工場等がある場合、工場単位でご回答ください。工場単位での実績の把握が困難な場合、企業単位でご回答ください。

（５）数値の記入に当たって、特に、経費関係は万円単位、軽油使用量はリットル単位です。入力ミスの無いようご留意願います。

（６）本調査については、月別の免税軽油使用量についても記載をお願いします。

（７）本調査結果は、税制改正要望以外の目的では使用しません。また、いただいた調査票については厳重に管理し、税制改正要望後にすみやかに削除致します。

３　調査票の提出先
熊本県木材協会連合会
E-mail：info@kumamotonoki.com

４　調査票の提出期限
　　令和８年６月１９日（金）


